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第１章 計画策定の背景と目的 

１ 計画策定の背景 

近年、全国的な少子高齢化、人口減少の流れの中で、地域において居住やその他

の使用がなされていない空家が増加しています。適切な管理が行われなくなった空

家は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多くの問題を引き起こし、

市民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。また、管理不全な空家の増加によって、

多くの市民が危険な空家の影響を受ける可能性が高くなります。 

本市は、平成１６（2004）年１０月２

３日に新潟県中越地震（Ｍ６．８、最大

震度５弱）、平成１９（2007）年７月１

６日に新潟県中越沖地震（Ｍ６．８、最

大震度６強）と、立て続けに２つの大き

な地震に襲われました。この２つの地震

のうち、平成１９（2007）年に発生した

中越沖地震では、震災関連死1を含め１

４名の尊い人命が失われ、市内全域で全

壊 1,109 棟、半壊 4,505 棟もの住宅被害

が発生しました。 

 

この震災の経験は、市民の防災意識を高め、空家の抱えるリスクを目前の課題と

して捉える契機となりました。 

 

中越沖地震が発生した平成１９（2007）年時点において、市に寄せられた管理不

全な空家に関する相談件数は年間およそ８件でしたが、３年後の平成２２（2010）

年には年間２０件を超えるようになりました。 

また、平成２３（2011）年以降、市議会でも危険な空家への対応に関する質問が

出されるようになりました。このような状況を受け、市は、空家の適正管理条例の

制定に向けた具体的な検討に入り、平成２５（2013）年４月に柏崎市空き家等の適

正な管理に関する条例（以下「旧空家条例」という。）を施行しました。 

旧空家条例施行前、市は、空家に関する相談は民事上の問題2であるという認識

の下で、積極的な介入を行っていませんでしたが、旧空家条例の施行により、平成

２５（2013）年４月から平成２８（2016）年３月までの３年間で９５件の管理不全

な空家を認定し、そのうち２９件が解決に至りました。 

 

一方、全国の自治体による空家条例制定の動き3や、全国的に空家が社会問題化

                                                  
1 地震による建物の倒壊などの直接的な被害ではなく、その後の避難生活での体調悪化や過労など間接的

な原因で死亡することをいいます。 
2 空家は個人財産であるため、民法に基づき所有者と近隣住民という当事者間で解決されるべきものと考

えられてきました。 
3 平成２２（2010）年７月に埼玉県所沢市が空家対策に特化した条例を制定して以降、全国の自治体で空
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する中、国は、平成２７（2015）年５月に空家等対策の推進に関する特別措置法（以

下「空家法」という。）4を施行しました。空家法では、空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための空家等対策計画の作成が市町村の責務とされまし

た。 

これを受け、本市は、平成２８（2016）年４月に空家法に沿った形に改正した条

例を施行するとともに、空家法に基づく総合的かつ計画的な空家等対策を推進する

ため、本計画を策定することとしました。 

 

１－２ 一部改訂について 

   改訂前の本計画においては、「柏崎市第五次総合計画の前期計画が終了する令和

３（2021）年度末には、第五次総合計画中の目標指標である『管理不全な空き家の

削減件数』について検証し、対策が不十分と認められる場合には、本計画に必要な

修正を加えます。」とあります。 

   第五次総合計画前期計画では、毎年度６件ずつ削減し、前期計画満了年度である

令和３（2021）年度には累計６５件を削減する目標を掲げています。 

これに対して、これまでの実績では毎年度の目標値を上回っており、令和２（2020）

年度には１年前倒して削減目標を達成している状況です。 

そのため、根本的な対策の修正は行わず、これまでの実績や最新データ等、社会

情勢の変化を踏まえた改訂を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
家条例の制定が進み、空家法が制定される直前の平成２６（2014）年１０月時点では、全国４０１自治体

が空家条例を制定していました。 
4 平成２６（2014）年１１月２７日公布、平成２７（2015）年２月２６日一部施行、同年５月２６日完全

施行された全１６条からなる空家対策を推進するための法律です（条文は資料編に掲載しています。）。 
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２ 計画の目的と位置付け 

空家法の基本指針では、「空家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、

市町村において、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための計画を作成する

ことが望ましい」とされています。 

空家等対策を効果的かつ効率的に進めるためには、空家等がもたらす諸問題と、

市が進める空家等対策を市民から十分に理解していただく必要があります。このた

め、本計画においては、市が目的達成に向けた具体的な施策を示すものとし、市民

と共に空家問題に取り組んでいけるように配慮した内容とします。 

また、本計画を柏崎市第五次総合計画5の主要施策を実現するための具体的な手

段に位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5 平成２９（2017）年度から令和７（2025）年度までの９年間を計画期間とする柏崎市の最上位計画です。 

 

①防災・生活・環境分野 ～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして 

１ 市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる 

   ２ 快適な生活環境を支える『頼もしさ』をつくる 

    ≪主要施策≫ 

      持続可能な公共交通ネットワークを構築する 

生活に身近な安全を確保する 

      良好な生活を支える環境を守る 

      ○空き家対策事業 

   ３ 社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる 

   ４ 豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる 

②産業・雇用分野 ～『豊かさ』をつなぐまちをめざして 

③健康・福祉分野 ～『健やかさ』をつなぐまちをめざして 

④教育・スポーツ分野 ～『たくましさ』をつなぐまちをめざして 

⑤魅力・文化分野 ～『柏崎らしさ』をつなぐまちをめざして 

⑥自治経営分野 ～多様な主体と共創し共育するまちをめざして 

柏崎市第五次総合計画 分野別施策の基本方針（抜粋） 
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